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(54)【発明の名称】 重水を用いた超音波造影

(57)【要約】
【目的】  超音波コントラスト剤（造影剤）に関し、特
にマイクロバルーンやマイクロカプセル、またマイクロ
ガスバブルなどの微少パーチクルに頼らない、初めから
終わりまで液体でありつづける該コントラスト剤を提案
している。
【構成】  人畜無害で化学的にも水と区別できず、しか
し比重だけが（従って音速や音響インピーダンスが）水
（軽水）とは違うという意味で、重水を用いる。即ち重
水を血管系に注射すると、その下流においては、管内は
重水だが、内面から外側の組織は軽水のまま、という時
間が暫く続く。勿論重水が組織内部に取り込まれて行け
ばこの差異は少なくなり、最後にはなくなる。が、少な
くとも暫くの間界面のエコーを増強させる事ができる。
注入する重水は等張性の、言い換えれば生理食塩水、正
確には生理食塩重水である事が甚だ好ましい。もちろん
事前に滅菌消毒が必要である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】軽水を基に生息している生物の生体内の管
腔構造物の壁面の超音波エコーを増強せしめるために重
水を該管腔内に注入する事を特徴とする、超音波造影方
法。
【請求項２】軽水を基に生息している生物の生体内の管
腔構造物の壁面の超音波エコーを増強せしめるために重
水を該管腔内に注入し、該注入された重水が該管腔内を
通過ないし停留する間に通常時より増強された管腔構造
物のエコーを観測する如く構成された事を特徴とする、
超音波造影撮像装置。
【請求項３】軽水を基に生息している生物の生体内の管
腔構造物の壁面の超音波エコーを増強せしめるために該
管腔内に注入するに適した、消毒された生理食塩重水。
【発明の詳細な説明】
【０００１】  この発明は超音波コントラスト剤（造影
剤）に関し、特に微少パーチクルに頼らない、初めから
終わりまで液体でありつづける該コントラスト剤に関す
る。
【０００２】  毛細血管を通過し得るほどの微少な寸法
のマイクロカプセルないしマイクロバルーンによる超音
波コントラスト剤および関連する製剤技術、映像化技
術、また診断情報としての情報利用技術などは既に公知
汎用のものであり、いくつかの商用例がある。その作用
効果としては、体内の目的地点にてそれ自身が、あるい
は殻が破れて放出されるマイクロガスバブル（微少気
泡）が、周囲の液相との間の音響インピーダンスの違い
が大きい事によりエコー源性が大きい事である。
【０００３】またかかる微少気泡を予め調剤された気泡
発生剤や気泡担体にたよらずに直接目的地点にカテーテ
ルなどを用いて注入するという手法も未だ一部において
利用されている。また商用例はないものの、固体の微少
パーチクルもエコー源性の増強を得るには役立つので、
生体適合性の諸条件に適えばコントラスト剤である事が
できる。
【０００４】しかるに、溶解物質の核種が主題であり、
それ自身は完全な液体であり得るＸ線用やＭＲＩ用の造
影剤の場合とは異なり、造影剤としては超音波用だけが
動作原理上必ず気体固体液体の多相性の微少物体の混合
物である事が必要とされる、と思われて来た。かかる混
合物のもたらす問題点は、生化学的な毒性ないし生体適
合性の問題以上に物理的な問題を抱え込む事であり、例
えば管腔内壁に貼り付いてしまったり、細胞の中に（貪
食されて）取り込まれて障害を与えたり、また気泡がな
かなか液相に溶解せずかえって集合成長して毛細血管の
通過性を阻害したり、等々という問題がある。
【０００５】  そこで本発明においては、超音波コント
ラスト剤（造影剤）に関し、特に微少パーチクルに頼ら
ない、初めから終わりまで液体でありつづける該コント
ラスト剤を具現せんとする物である。具体的には軽水を
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基に生息している生物の生体内の管腔構造物の壁面の超
音波エコーを増強せしめるために該管腔内に注入するに
適した、消毒された生理食塩重水である事ができる。
【０００６】  発想の転換は、超音波造影剤はそれ自身
がエコー源性を持っていなければならないという点を捨
象する事である。つまり、造影剤が組織に流れて来たか
否かは造影剤自身のエコーによっても、また造影剤が入
って来た毛細血管と周りの組織の、具体的に言うと血管
内壁における組織対体液の界面の、エコーが増強される
事でも、同様に観測できるという点である。毛細血管は
その辺にうじゃうじゃと居るので、その内面のエコーが
増強されただけで組織のエコーは十分増強される。しか
しながら本手法では大きな管腔の中の空間は造影（エコ
ー増強）できない。が、軽水で出来た血液と注入された
重水が混和され尽くす前に分布がある段階では、その分
布がまた別なエコー源である事ができる。
【０００７】  そこで、人畜無害で化学的にも水と区別
できず、しかし比重だけが（従って音速や音響インピー
ダンスが）水（軽水）とは違うという意味で、重水を用
いる。重水の音速および音響インピーダンスは公認され
ている実測例が見当らないが、少なくとも比重が軽水の
１．１０５倍あり、これが伝送線路モデルで言って負荷
質量の増分として作用するので、分子間の弾性常数は変
らないと見なすと、音響インピーダンスはこの比率の平
方根、１．０５２５倍となる。これは軽水との間の界面
において５％即ち－２６ｄＢの反射源性を呈する事を意
味し、反射源性としては軟部組織の内部からのエコーよ
り遥かに強く、また臓器の界面からのエコーより少なく
とも数ｄＢ強い。即ち重水は軽水とのマクロな界面にお
いて十分なエコー源性を持つ。
【０００８】  そこで、重水を血管系に注射すると、そ
の下流においては、管内は重水だが、内面から外側の組
織は軽水のまま、という時間が暫く続く。勿論重水が組
織内部に取り込まれて行けばこの差異は少なくなり、最
後にはなくなる。が、少なくとも暫くの間界面のエコー
を増強させる事ができる。血管に血液を総入れ替えする
程の重水を入れるとその動物は血液が機能を失って死ん
でしまうので、注射量は中庸な、適切な値である必要が
ある。また組織の軽水と入れた重水の交換をはるべくさ
せないために、注入する重水は等張性の、言い換えれば
生理食塩水、正確には生理食塩重水である事が甚だ好ま
しい。もちろん事前に滅菌消毒が必要である。
【０００９】  注射された重水は最後には通常の水に混
ざって組織内に分布するほか、全く通常の水と同様に排
泄、蒸発ないし発汗により体外に消え去る。この間、僅
かに体重が増えるだけで、軽水と重水は生理的にも化学
的にも軽水と区別できないから、全く人畜無害である。
注入時に短時間だけ血液の濃度が下がり、ヘマトクリッ
ト値などが悪化するが、一過性の物であり、あらゆる時
点と部位で恒常的に例えば通常の倍以上に薄める様な事
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にならなければ実害はない。血液の代りに一瞬とは言え
局所の全血流を水で置き換えて可視光線で心臓内部とか
を撮影せんとする診断手法は公知であるが、その場合
も、少なくとも患者が安静にしている限り、実害はない
事が知られている。追加された水分は結果として徐々に
組織内に侵入するよりもむしろ速やかに腎臓で回収処理
されてしまう。本発明の手法は生理的にはそれと同主旨
で十分安全であり、観測手段が超音波で、かつ重水が未
進入の（いまだに軽水より成る）組織と重水との間の界
面のエコーを増強して観測する事にした点のみが異な
る。言い換えればこの点こそが発明の主旨であり、それ
は請求範囲に書いた通りである。
【００１０】  故に本発明は軽水を基に生息している生
物の生体内の管腔構造物の壁面の超音波エコーを増強せ
しめるために重水を該管腔内に注入する事を特徴とす
る、超音波造影方法である事ができる。また本発明によ
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る造影手法に対応しこれを実施する超音波映像装置は、
該注入された重水が該管腔内を通過ないし停留する間に
通常時より増強された管腔構造物のエコーを観測する如
く構成された事を特徴とする、超音波造影撮像装置であ
る事ができる。さらに本発明は軽水を基に生息している
生物の生体内の管腔構造物の壁面の超音波エコーを増強
せしめるために該管腔内に注入するに適した、消毒され
た生理食塩重水である事ができる。
【００１１】  以上より明らかにされた如く、本発明に
よれば超音波コントラスト剤（造影剤）に関し、特にマ
イクロバルーンやマイクロカプセル、またマイクロガス
バブルなどの微少パーチクルに頼らない、初めから終わ
りまで液体でありつづける該コントラスト剤が実現さ
れ、このような微少パーチクルに由来する諸々の不安全
や不具合が解消され、益する所大である。
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